【第3号議案】
令和４年度事業計画

〇法人全体
　　令和4年度の事業計画としては、まずはコロナ禍として現状の安定した事業の継続を目標とする。
ライトハウスの移転に伴い放課後等デイサービス・相談支援事業が新たな拠点で運営を始めるため、利用児や家族等への説明で理解を図り、立地的に国立釜石病院を隣に運営を始めるため、医療との結びつけた支援に関しても検討をしていきたい。
最近の地域の情勢としては、震災以降、いくつかの事業所が新設し新たな事業を始め、地域ニーズに即した運営を行ってきていたが、新型コロナウイルスの影響でサービス利用の不安定さなど事業種における長所が逆に運営面でのデメリットなる面が見られたり、そもそも人材確保が難しく事業の縮小や休止となるところが見られてきている。
当法人としては、地域の方たちや支援を求める方たちのニーズにアンテナを張りながら、複数の事業運営を運営している利点を活かし『地域に認められ、選ばれ、取り残さない』支援を目指していきたい。
事業における支援体制の安定化を図るため、職員などの支援の質の向上のため、可能な範囲で職員のスキル向上のための場を設けたり参加を促し、支援する側も人ですのでモチベーションに繋がる取り組みを実施していきたい。また、ハード面はライトハウスの移転に加えてまりんの移転についても釜石市を始め関係機関の意見を伺いながら進めていく。

〇まりん（生活介護事業、日中一時支援事業）
　　生活介護利用者、地域活動支援センター事業Ⅱ型利用者の推移に関してはほぼ横ばいとの見込みである。日中一時の生徒児童の利用に関しては支援校の移転が令和4年中に予定されているためどの様な利用形態になるのか不透明なところであるが、無理のない範囲で受け入れを検討していきたい。
　新たな人員の確保として令和４年４月より常勤の生活支援員の採用し、7月より正規採用となる見込みである。
　　令和2年、令和3年に採用した生活支援員の2名は、重度訪問介護従業者の資格を取得した。また新規採用の生活支援員も介護福祉士実務者研修を受講しており、資格取得後は、ヘルパーとの兼務も可能となるため、「ヘルパーステーション海渡」との連携もとりながら、よりお一人おひとりの求めに応えられるよう取り組んでいきたい。
　　

○ヘルパーステーション海渡（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）
重度訪問介護養成研修について、外部主催の研修会にスタッフを派遣することとなった。令和4年7月1日よりフルセイルの配置変更に伴い、法人内スタッフの兼務の体制も予定している。今年度初めからまりんスタッフ2名が重度訪問介護研修に参加し、資格を取得しており、順次海渡の業務にも参加してもらっている。引き続き新規スタッフ、未取得スタッフの参加を優先的に進めていき、同行援護、行動援護も含め、年度内で最低でも各1名の参加を目指す。
重度訪問介護、行動援護事業については前年度ほぼ実績がなかったものの、コロナの状況や従業者の人数の問題等が重なり、受け入れが難しい状況でもあった。課題はあるものの、他事業にはない特徴を活かせるよう、受け入れ態勢を整えたい。

〇フルセイル平田（共同生活援助事業）
令和4年4月1日より入居者定員を9名に増員した。また、7月1日よりこれまでライトハウス管理者を務めていた大関をフルセイルに配置することを予定している。世話人の業務については当面、現在の2名体制で時間数を増やす対応をとっている。 支援に関しては、世話人と利用者ともに定期的に話し合いの場を設け、住みやすい環境を提供することや、入居者の生活を安定して継続していけるよう丁寧な支援を目指す。

〇放課後等デイサービスライトハウス
　移転に関しては４月末までに必要な修繕（カーペット張替え等）を行った後、
引っ越しを終え、５月より新天地での事業を開始し、事業所を閉所する事なくす
みました。しかし、水道の蛇口関係等、細かな整備に経費がかかった為、今年度
は放課後デイにて月120万円の収入が必要になると考えています。さらに、下
水の整備や玄関・駐車場周りの整備等の必要性もあり、助成金への申し込みを続
け施設整備を進めていきます。
その為、新規利用児の獲得（現在３名予定）、保護者からのニーズを踏まえた
送迎対応（市立小学校児童の利用増加・自宅への送迎）による送迎加算や延長支援加算（保護者の就労による）の増加、日中一時から放課後デイへのサービスの移行等を行いながら、収入の増加を目指します。
また、４月より保育士を１名採用した事で支援体制を強化し、看護師を配置し
て医療的ケア児の受け入れを始めています。
今年度は、支援学校の平田への移転による医療的ケア児の送迎、市立小学校児童の利用増加等による送迎対応が大きな課題です。助成を活用し送迎車の確保、支援学校児童生徒の利用調整を保護者と相談しながら、継続かつ安定した利用に繋げていきます。
事業内容については、前年度から取り組み始めたプログラミング教室を継続し、iPadやPCに触れる機会をつくりながら、個人から複数で取り組める様に講師の横澤さんと共に計画を立て進めていきます。また、学年が上がると下校時間が遅くなる事、利用する児童生徒の年齢に幅がある事を踏まえ、活動内容の見直しや時間の工夫が必要。更に、複数事業所との積極的な併用利用や高校を卒業後を見据えた提案も引き続き行っていきます。
　なお、７月より現管理者の大関がフルセイルに配置を予定されている事から、放デイの管理者兼児童発達支援管理責任者を佐々木弥生に、早坂・小山（美）の２名を保育士として配置する事で配置基準をみたし、かつ、今後看護師１名の配置を検討していき、医療的ケア児の受け入れもおこなっていきたいと考えています。また、早坂が今年度のサービス管理責任者等研修（児童発達支援管理責任者含む）の申し込み済みで、今後の配置を検討していきます。

〇日中一時支援（ライトハウス）
　未就学児と小学生の利用が中心になります。小学生については、不登校時に過ごせる場所としての利用ニーズが高く、午前中からの利用や突発的な形での利用が想定されます。その為、学習面や過ごし方をどう支援していくかが課題になってきます。その為、保護者や学校、他事業所との連携・情報共有をし、放課後デイとして利用するかも含め支援します。家族支援はもちろん、本人の気持ちに寄り添いながら安心して過ごせる場所を目指します。


〇地域活動支援センターⅡ型（ライトハウス）
　サークル活動として継続的な利用については、引き続き活動できるようにし、
合わせて、利用者の将来的な事を考え、情報提供等を続けていきます。また、個
人での利用を望む利用者が多いので、継続的かつ一人一人の活動が円滑に行え
る様に支援していきます。






〇相談支援事業所ライトハウス
　　相談支援のソーシャルワークの立場では、成人も児童も重度もしくは医療的ケアが必要な児者への支援の在り方を地域の関係機関と協議しており、特にリハビリテーションなど身近な場所で支援が受けられる体制を行政や医療・福祉関係機関と築いていきたいと考えている。
　　計画相談の業務の内容で言えば、担当する対象児者がいずれも複数の事業所やサービスを利用するケースが増えており、現状の一人体勢での厳しい現状があるため、体制が整いしだい増員(他業務との兼務など)を検討したい。
